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ルネサンス日本語学院  

登録日本語教員養成・実践研修コース 

受講規約 

 
 ブロードメディア株 式 会 社  （ 以下「当社」といいます） は、「 ルネサンス日 本 語

学 院 登 録 日 本 語 教 員 養 成 ・ 実 践 研 修 コース」 （ 以下「本講座」といいます）の提

供 に関 し て 、 以 下 の通 り 利 用 規 約 （ 以下「本規約」といいます） を定 めます。本

規 約 は、本 講 座 の申 込 契 約 の内 容 となりますので、ご利 用 に際 しては、本 規 約

の全 文 をお読 みいただいた上 で、同 意 いただく必 要 があります。なお、本規約に定

めのない事項については、本規約に附帯関連する諸規定（講座案内、当社 WEB サイト、オ

リエンテーション資料及び当社が指定するマイページ（以下「受講管理システム等」といいま

す））の定めによるものとします。 

 

第 １ 条 （ 受 講 契 約 の申 込 み）  

１ . 「 受 講 者 」 とは、本 規 約 を承 認 し たうえ当 社 所 定 の手 続 き に従 い、本 講 座

の利 用 を申 し 込 んだ者 をい います。 

２ ． 受 講 者 は、本 規 約 を 遵 守 し 、本 講 座 利 用 のため に当 社 が定 める一 定 の

情 報 （ 以 下 「 申 込 情 報 」 といいま す） を当 社 に提 供 する こと により、本 講

座 の利 用 を 申 込 むこと ができ ます 。 

３ ． 申 込 みは、原 則 として 本 講 座 を利 用 する受 講 者 本 人 が行 わなければなり

ま せん 。ま た、受 講 者 は、本 講 座 の申 込 みにあたり、真 実 、正 確 か つ最 新

の申 込 情 報 を当 社 に提 供 し なけれ ばなりませ ん。 なお、受 講 者 が未 成 年

の場 合 には、保 護 者 等 の法 定 代 理 人 の同 意 書 が必 要 になりま す。 

４ .当 社 は、受 講 者 が以 下 の各 号 のい ずれか の事 由 に該 当 する場 合 は、申

込 みを拒 否 する こと がありま す。 

（ １ ） 本 規 約 に違 反 している又 はそ のおそれがある場 合  

（ ２ ） 当 社 に提 供 し た申 込 情 報 の全 部 又 は一 部 につき虚 偽 記 載 等 があっ

た場 合  

（ ３ ） 警 察 庁 の「 組 織 犯 罪 対 策 要 綱 」 の定 義 に準 じ る反 社 会 的 勢 力 等  

（ 暴 力 団 、 暴 力 団 員 、 右 翼 団 体 、反 社 会 的 勢 力 、そ の他 これに準 ず

る 者 を意 味 しま す。以 下 同 じ 。） であ る、又 は資 金 提 供 その他 を通 じ て

反 社 会 的 勢 力 等 の維 持 、運 営 若 しくは経 営 に協 力 若 しくは関 与 する

等 反 社 会 的 勢 力 等 と の何 らかの交 流 若 し くは関 与 を行 っ ていた場 合  

（ ４ ） そ の他 、当 社 が本 講 座 の利 用 を適 当 で ないと判 断 し た場 合  

５ .当 社 は、受 講 者 からの申 込 みを受 け て、前 項 及 び別 途 定 める当 社 の基 準

に従 っ て、受 講 者 の申 込 みの可 否 を判 断 し 、当 社 が申 込 みを承 諾 し た

時 に当 社 と受 講 者 との間 で本 規 約 等 を内 容 と する本 講 座 の利 用 にか か

る 契 約 （ 以 下 「 受 講 契 約 」 といいま す） が成 立 し ます。な お、当 社 は、 受

講 者 か らの受 講 料 等 の入 金 確 認 後 、受 講 者 に対 し 、マイページで利 用
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するユー ザーID・ パスワ ード（ 以 下 「 ユーザーID 等 」 とい います ） を発 行 し

ま す。 

６ .受 講 者 は、申 込 情 報 に変 更 があっ た場 合 は、 遅 滞 なく、第 13 条 2 項 に

定 め る方 法 により当 該 変 更 事 項 （ 当 社 が定 め る当 該 変 更 を証 明 する資

料 等 の提 出 も含 む） を直 ちに当 社 に通 知 するも のとしま す。なお、受 講 者

が当 該 通 知 を怠 っ たこと により 、受 講 者 又 は第 三 者 に損 害 が発 生 し た場

合 で あっ ても、当 社 は一 切 の責 任 を負 わないも のとし ます 。 

 

 

第 ２ 条 （ 講 座 名 称 、総 単 位 数 、 受 講 料 等 ）  

１ ． 講 座 概 要 ・ 入 学 金 ・ 受 講 料 ・ 教 材 費 （ 下 記 講 座 はすべて日 本 語 で行 わ

れま す）  

 費目 金額 

下記①②③共通 ※1 入学金※2 30,000円（税込） 

①登録日本語教員養

成・実践研修コース（②

③セット） 

受講料※５ 500,000円（税込） 

教材費 26,103円（税込） 

②登録日本語教員実

践研修 

（56コマ）※４ 

受講料 64,232円（税込） 

教材費 8,195円（税込） 

③登録日本語教員養

成講座 

（380コマ） 

理論科目：300コマ※３ 

通学科目：80コマ※４ 

受講料 435,768円（税込） 

教材費 17,908円（税込） 

※1 上記①②③のいずれかを初回受講申込時のみ 

※2 入学時にお支払いいただきます 

 ※3 理論科目（eラーニング）は、授業が収録された授業映像を受講者の自宅等でインター

ネット経由にて視聴するものとなります。 

 ※4 通学科目及び、登録日本語教員実践研修は、あらかじめ定められた時間割等に基づ

き、当社の教室等で講師の指導により行われるものとなります。 

 ※5 経済産業省による「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の支援を受ける場合、

当社が別途定める「リスキリングプラン適用条件」をご確認ください。 

 

２. コースの追加受講を希望する受講生については、次表に定める費用が発生します。※１ 

 費目 金額 

登録日本語教員実践

研修 

追加受講料 64,232円（税込） 

追加教材費  8,195円（税込） 

登録日本語教員養成

講座 

 

追加受講料 435,768円（税込） 

追加教材費  17,908円（税込） 

 ※１ 修了生が希望する場合、履修科目を再受講することができます。ただし、各科目の

https://www.rn-ac.jp/pdf/reskilling.pdf
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定員に空きがない場合、再受講をお断りすることがあります。 

なお、再受講の場合は、受講する科目の設定単位数を必要コマ数として、1コマあた

り1,147円（税込）に必要コマ数を乗じた追加受講料を納付いただきます。 

例）日本語教授法B（設定単位数：32） 再受講 1,147円×32コマ＝36,704円（税込） 

 

 

第 ３ 条 （ 本 講 座 の支 払 方 法 ）  

１ ． 当 社 が別 途 定 める と ころに従 い 、入 学 金 、受 講 料 及 び教 材 費 用 （ 以 下

あわせて「 受 講 料 等 」 といい ます） を当 社 に支 払 うも のとしま す。本 講 座 に

か かわる 支 払 いは、銀 行 振 込 、クレ ジッ トカード 、教 育 ローンを利 用 できま

す。 

２ ． 銀 行 振 込 でお支 払 い の場 合 には、お申 込 み完 了 後 1 週 間 以 内 にお支

払 い く ださい 。振 込 み手 数 料 は受 講 者 の負 担 とします。お申 込 み完 了 後

1 週 間 以 内 に受 講 料 等 の支 払 いがされない場 合 には、申 込 み を撤 回 し た

も のと みなし ま す。 

 

 

第 ４ 条 （ 本 講 座 受 講 期 間 と通 学 科 目 につい て）  

１ .受 講 期 間  

本 講 座 の受 講 期 間 は、マイ ページへ の初 回 ロ グイン時 から３ 年 間 （ 休 学

期 間 は除 く） とし ます。 

２ .本 講 座 については、 別 途 当 社 が定 め るプ ラン から選 択 い た だき ます。 

※受講者は、受講申込みプラン確定後に受講申込みプランを変更する場合は、別途

当社の第 13 条１項に定める方法によりお手続きください。 

※受講申込みプランは、あくまで想定期間でございます。受講者の理論科目（e ラーニ

ング）受講完了の時期と通学科目のクラス開講時期によっては上記期間を超過する

場合があることをご了承ください。 

３ .通 学 科 目 につい ては、理 論 科 目 （ e ラーニング） 終 了 時 に、別 途 当 社 が

定 め るコースか らマイページ上 にて通 学 日 程 等 に関 する希 望 をご入 力 く だ

さい 。 

 

 

第 ５ 条 （ 申 込 の撤 回 等 ）  

１ .  申 込 を行 った日 （ お手 続 き日 を含 む） か ら８ 日 を経 過 する まで の間 は、受

講 者 は契 約 解 除 通 知 書 を郵 送 又 は電 子 メー ルによ り送 付 する ことで受

講 契 約 の申 込 を撤 回 又 は契 約 の解 除 をする こと ができ ます。送 付 先 詳 細

につい ては、オ リエ ンテーショ ン資 料 を ご覧 く ださ い。申 込 の撤 回 又 は契 約

の解 除 の効 力 は、当 該 書 面 を発 し たとき（ 郵 送 の場 合 は消 印 日 付 ） に生

じる ものとします。 なお、 申 込 の撤 回 をし た場 合 には、入 学 を辞 退 し たも

の、契 約 の解 除 をし た場 合 には、退学したものと扱 われま す。 

２ .  前 項 に基 づく本 受 講 契 約 の申 込 の撤 回 又 は契 約 の解 除 があっ た場

合 、本 講 義 を 受 講 され た場 合 で あっ ても 、当 該 受 講 契 約 撤 回 又 は契 約

解 除 に伴 う損 害 賠 償 、 違 約 金 の支 払 い を請 求 い たし ません 。 なお、当 該
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受 講 契 約 撤 回 又 は契 約 解 除 に伴 い既 受 領 の入 学 金 、受 講 料 及 びを速

やか に返 還 し ま す。 

３ .  教材費及び本受講契約とは別に受講者個人が使用する消耗品や個人の判断で購 

入する参考書・ハード・ソフト等は本条の対象外となります。 

 

 

第 ６ 条 （ 中 途 解 約 と返 金 ）  

やむを得ない事情で本講座の受講が困難になった場合、受講者は、退学届けの提出によ

って受講契約を中途解約することができます。受講契約を中途解約する場合には、必ず、受

講者もしくは委任状を持った受講者の代理人が申込みを行った各校舎までお申し出くださ

い。下記の返金規定に則り、返金を行います。退学届けの受領後、当社で返金額を計算し、

退学届けを受領した月の翌月末を目途に受講者の指定する銀行口座に振込みにより返金い

たします（振込手数料は受講者負担となります。）。 

【返金規定】 

（１）第５条に定める申込の撤回等の期間経過後、理論科目（e ラーニング）の受講開 

始前に退学届けの提出をした場合 

受講料総額＊から「解約事務手数料（15,000 円）」を控除した金額 

※上記「受講料」は、割引が適用されている場合には割引後の価格を指します。 

※解約事務手数料：開校準備費 3,000 円、受講証発行費 3,000 円、コンピュー

タ登録・管理費 5,000 円、契約書類管理費 4,000 円 

（２）第５条に定める申込の撤回等の期間経過後、受講開始後に退学届けを提出し 

た場合 

受講料（入学金を除く）*から受講済み対価と中途解約損害金を控除した金額 

※入学金は、契約の締結のために通常要する費用であるため、返金いたしませ

ん。 

※上記「受講料」は、割引が適用されている場合には割引後の価格を指します。 

※中途解約損害金：50,000 円又は未受講残高（受講料からすでに提供された役

務の対価に相当する額を差し引いた額のこと）の 20%相当する金額のいずれか

低い方の額とします。解約事務手数料を含みます。 

返金額＝受講料−{（1 コマあたりの受講料×受講コマ数）＋中途解約損害金＊} 

＊ 中途解約損害金：下記①又は②のいずれか低い金額 

①｛受講料－(1 コマあたりの受講料×受講数)}×0.2 

② 50,000 円 

※「受講済」の定義は以下の通りとします。 

・理論科目（e ラーニング）は、マイページに初回ログインすると同時に全コンテンツを

提供するため、再生時間の長さを問わず、すべての理論科目（e ラーニング）は「受

講済」とします。 

・通学科目及び登録日本語教員実践研修については、すでに出席・欠席が登録され

た場合は「受講済」とします。 

（３）セット割引が適用されている場合 
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本講座申込みの時に、申込特典としてセット割引が適用されている場合で、受講契

約が解約されたことに伴い、割引が消滅する場合には、割引額分は返金対象としま

せん。 

（４）教材費について 

教材の返品はできませんので、ご了承ください。 

 

第 ７ 条 （ 理 論 科 目 （ e ラー ニング ） の履 修 方 法 等 ）  

１ .理 論 科 目 （ e ラーニング） は、所 定 のマイ ページに当 社 が発 行 するユ ーザー 

ID 等 を用 いて ログイ ンし受 講 するも のとし ま す。なお、ユーザーID 等 は、受 講  

料 等 入 金 確 認 後 速 やか に各 受 講 者 に通 知 し ま す。 

２ .受 講 者 は、理 論 科 目 （ e ラーニ ング） 受 講 修 了 後 であっても 、第 ４ 条 １ 項 に 

定 め る受 講 期 間 内 であれば 、理 論 科 目 （ e ラ ーニン グ） を視 聴 するこ とがで き 

ま す。なお、受 講 期 間 終 了 後 は、ユーザーID 等 は使 用 不 可 となります。 

３ .受 講 者 は、当 社 が発 行 するユ ーザーID 等 を 自 己 の責 任 におい て、管 理 及  

び保 管 するも のとし 、これを第 三 者 に利 用 させる こと、転 貸 、 譲 渡 、名 義 変  

更 、売 買 等 を して はならないも のとし ます 。ま た、受 講 者 の故 意 又 は過 失 ある  

い は使 用 上 の過 誤 によりユ ーザーID 等 が盗 用 され 、第 三 者 の利 用 等 により 

本 講 座 が停 止 又 は本 講 座 で提 供 するシステム が毀 損 する等 の場 合 、当 社  

は受 講 者 に対 し 、損 害 賠 償 を請 求 する場 合 がありま す。 

４ .受 講 者 は、自 身 のパス ワード又 はユーザーID が盗 用 され、第 三 者 に使 用 さ 

れている こと が判 明 し た場 合 には、直 ち にそ の旨 を 当 社 に通 知 するとと もに、 

当 社 か らの指 示 に従 う ものとし ます 。 

５ .第 ２ 項 にかか わ らず 、本 受 講 契 約 が解 除 等 により終 了 し た場 合 、当 社 は、 

直 ちにユ ーザーID 等 を無 効 にする こと ができ るも のとしま す。 

 

 

第 ８ 条 （ 通 学 科 目 及 び 、登 録 日 本 語 教 員 実 践 研 修 の履 修 方 法 ）  

１ .通 学 科 目 （ ８ ０ 単 位 ） と登 録 日 本 語 教 員 実 践 研 修 （ ５ ６ 単 位 ） の詳 細  

科目 授業形態 受講条件 

 通学科

目 

 通学による対面授業 すべての理論科目（e ラーニング）を受講完

了（修了テストを含む）していること  

登録日本

語教員実

践研修 

通学による対面授業及び通学

によるオンライン授業 

すべての通学科目を受講完了（修了テスト

を含む）していること   

※受講修了までの各修了要件については、オリエンテーション資料をご参照ください。 

・受講登録申込：理論科目（e ラーニング）修了後、マイページ上にて通学アンケート

（通学科目のクラス、受講希望校舎、通学開始時期等）をご回答ください。当該アン

ケートをもとに当社が通学科目に関する振分けを行い、通学するクラスが確定しまし

たら、ご登録のメールアドレスへ通知いたします。ただし、上記受講条件を満たさない

場合は受講登録を取り消しさせていただきます。 
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・なお、受講登録後のコース、校舎等の変更をご希望の場合には、別途第 13 条 1 項

に定める方法でご連絡ください。 

２ .通 学 科 目 及 び、登 録 日 本 語 教 員 実 践 研 修 の受 講 期 限 ： 第 ４ 条 1 項 と

同 様 、受 講 期 限  

は、マイ ページへの初 回 ログイ ン時 か ら３ 年 間 （ 休 学 期 間 は除 く） とします 

（ なお、当 該 受 講 期 限 経 過 後 の受 講 につい ては、再 度 通 学 科 目 及 び、 

登 録 日 本 語 教 員 実 践 研 修 に関 する 受 講 料 の支 払 い が必 要 にな りま すので、

ご留 意 ください 。） 。 

３ .通 学 科 目 及 び、登 録 日 本 語 教 員 実 践 研 修 の運 営 について 

（ １ ） 地 震 ・ 火 災 ・ 停 電 等 の災 害 が発 生 し た場 合 、交 通 機 関 が運 休 ・ 遅 延  

し た場 合 、講 師 が急 病 の場 合 、感 染 症 による緊 急 事 態 宣 言 行 使 期  

間 等 、当 社 の責 に帰 すこと ので きないやむを得 ない事 情 や不 可 抗 力 に 

より 、休 講 、講 義 日 程 ・ 内 容 、担 当 講 師 の変 更 が生 じ る こと があり ま 

す。やむを得 ない事 情 により休 講 とする場 合 等 には、別 途 受 講 管 理 シ 

ステム等 に掲 載 します。 なお、休 講 等 の場 合 は、 別 途 補 講 の日 程 等 を 

ご案 内 い たします。また、 休 講 等 が生 じ た場 合 で も受 講 料 は返 金 い たし 

ま せん 。 

（ ２ ） 当 社 は 、予 告 なし に、 講 義 内 容 等 の追 加 ・ 修 正 、講 師 の変 更 を行 う場  

合 があります。 

 

 

第 ９ 条 （ 機 器 類 の準 備 と 負 担 ）  

１ .本 講 座 を利 用 するのに必 要 なコ ンピュータ 、ソフ トウ ェア 、そ の他 の機 器 、 

通 信 回 線 、 その他 のこ れ らに付 随 し て必 要 と なる機 器 ・ 消 耗 品 、通 信 環 境

等 の準 備 及 び維 持 は、受 講 者 の費 用 と責 任 において行 うも のとし ます。 

２ .受 講 者 は、本 講 座 の利 用 推 奨 条 件 等 に応 じて 、コ ンピ ュータ ウィ ルスの 

感 染 の防 止 、不 正 アクセス及 び情 報 漏 洩 の防 止 等 のセキ ュリティ対 策 を自

らの費 用 と責 任 におい て講 じるも のとし ます。 

３ ． 利 用 推 奨 条 件 等 の確 認 は受 講 者 の自 己 の責 任 と判 断 にて行 うものとし 

ま す。なお、利 用 推 奨 条 件 等 を満 たない ことを 理 由 とし た解 除 ･返 金 等 のご

要 望 はお受 けできません。オリエ ンテーション資 料 に利 用 推 奨 条 件 を記 載 し

ておりますので、ご確 認 ください。 

 

 

第 １ ０ 条 （ 修 了 要 件 と 出 席 規 定 ）  

１ .以 下 の要 件 を全 て満 たし た受 講 者 は本 講 座 を修 了 し たも のとし 、本 講 座  

の修 了 証 書 を授 与 しま す。 

①理 論 科 目 （ e ラーニ ング）  

・ 3 00 単 位 の理 論 科 目 （ e ラ ーニング） 動 画 を 全 て視 聴 し 、各 回 の確 認 テ

ス トを実 施 ・ 完 了 す ること 。 

・ すべての科 目 修 了 テスト（ CBT 受 験 ： オンラ イ ン） を受 験 し、各 成 績 が C

以 上 （ 60 点 以 上 ） である こと 。 

②通 学 科 目  
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・ 各 科 目 の出 席 率  80％ 以 上 で あること。 

・ 各 科 目 の確 認 テス トを指 定 の場 所 ですべて 受 験 す ること。 

・ 修 了 テス トを指 定 の場 所 で 受 け 、C 以 上 （ 60 点 以 上 ） で の成 績 を 取 得 す

る こと。 

 ※具 体 的 な修 了 テス トの内 容 や評 価 方 法 等 については、 

別 途 オリエ ンテ ーション資 料 に定 め ております ので 、ご参 照 く ださい 。 

③登 録 日 本 語 教 員 実 践 研 修  

・ 各 科 目 の出 席 率 が 80％ 以 上 である こと 。 

・ 実 技 評 価 が C 以 上 で ある こと 。 

 

２ .通 学 科 目 につい て 

（ １ ） 90 分 を 2 単 位 とし ます 。15 分 以 上 の遅 刻 や早 退 をし た場 合 、そ の授  

業 は欠 席 扱 い となります 。ま た、授 業 の進 行 状 況 によっては、途 中 入 室  

を お断 りする場 合 もありますので、ご了 承 ください。 

（ ２ ） 授 業 開 始 の土 日 祝 日 を除 く 4 営 業 日 前 迄 であれ ば、マイページ か ら 

振 替 登 録 を行 う こと ができ ます。 

（ ３ ） 通 学 科 目 で各 科 目 の出 席 率 が 80％ を 下 回 る場 合 は、欠 席 し た回 の 

みを次 期 以 降 で再 履 修 すること ができます。た だし 、振 替 登 録 又 は再 履  

修 につい て は空 き状 況 により希 望 に添 えない場 合 も ありますので 、ご了  

承 く ださい。 

 

３ .  登 録 日 本 語 教 員 実 践 研 修 について 

（ １ ） 90 分 2 単 位 （ 45 分 以 上 の実 習 を 2 回 以 上 行 う） とし ます。15 分 以  

上 の遅 刻 や早 退 をした 場 合 、その授 業 は欠 席 扱 いとな りま す。な お、登 録

日 本 語 教 員 実 践 研 修 は、 振 替 登 録 不 可 と なりま すので、あらかじ めご

了 承 ください 。 

（ ２ ） 登 録 日 本 語 教 員 実 践 研 修 で出 席 率 が 80％ を下 回 る、あるい は発

表 担 当 回 に欠 席 された 場 合 には、次 期 以 降 に、登 録 日 本 語 教 員 実

践 研 修 を 56 単 位 すべ て再 履 修 し てい ただきます。ただし 、再 履 修 につ

い ては空 き状 況 により希 望 に添 えない場 合 も ありますので、ご了 承 くだ

さい 。 

４ .  修 了 テストについて 

受講者が第１０条の修了テストにおいて、規定の成績に至らなかった場合であっても、受

講開始から１年以内であれば、修了テストの再受験をすることができます。 

 

 

第 １ １ 条 （ 修 了 証 書 等 ）  

本講座修了時には、修了証書と成績証明書を発行いたします。修了証書と成績証明書

の再発行又はその他当社が定める各種証明書発行については、有料で発行することがで

きます。申込方法についての詳細はオリエンテーション資料をご確認ください。 
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第 １ ２ 条 （ 休 学 ）  

１ .受 講 者 側 の事 情 で一 定 期 間 の受 講 の継 続 が困 難 になっ た場 合 、休 学  

を申 し 出 る こと ができます。受 講 者 本 人 もし くは委 任 状 を持 っ た代 理 人 が申

込 みを行 っ た各 校 舎 にご連 絡 の上 、原 則 とし て、休 学 希 望 日 の属 する月 の

前 月 末 の最 終 営 業 日 前 までに、当 該 校 舎 に休 学 届 を提 出 ください。な

お、休 学 期 間 を延 長 される場 合 も、 再 度 休 学 届 をご提 出 ください（ 詳 細 は

オ リエ ンテーシ ョン 資 料 を ご参 照 ください） 。 

２ .休 学 は、1 か 月 単 位 で最 長 12 か月 まで承 ります。休 学 期 間 中 は、理 論  

科 目 （ e ラーニ ング） 及 び通 学 科 目 の受 講 はでき ません。 

３ .休 学 期 間 中 の取 扱 い 

( 1 )  通 学 科 目 を 登 録 申 込 され てい た場 合 、事 務 局 で 一 旦 当 該 申  

込 登 録 は取 り消 すものとし 、復 学 時 に再 度 通 学 科 目 の申 込 登 録 をしてい

ただきま す。休 学 前 に通 学 科 目 の一 部 を受 講 済 の場 合 、復 学 後 は原 則 と

して 残 り の通 学 科 目 のみ受 講 いた だきます。 

( 2 )  登 録 日 本 語 教 員 実 践 研 修 を登 録 申 込 され てい た場 合 、事 務 局 で一 旦

当 該 申 込 登 録 は取 り消 し させてい ただきます 。登 録 日 本 語 教 員 実 践 研 修

は 、休 学 前 に一 部 を受 講 済 の場 合 でも 、出 席 率 が 80%を下 回 る、 あるい は発

表 担 当 回 に欠 席 を され た場 合 は、 次 期 以 降 、登 録 日 本 語 教 員 実 践 研 修 を

56 単 位 すべて再 履 修 し てい ただく必 要 がご ざいま す。 再 履 修 手 続 きは、各 校

舎 にて 書 面 でお手 続 きく ださい 。 

( 3 )  休 学 期 間 中 に、通 学 科 目 、登 録 日 本 語 教 員 実 践 研 修 の講 座 内 容 が 

変 更 され た場 合 や教 材 が変 更 され た場 合 には、当 該 変 更 後 の講 義 ・ 教 材

を受 講 ・ 使 用 する必 要 があり 、別 途 追 加 費 用 が発 生 する可 能 性 がご ざいま

すので 、あら かじ めご了 承 く ださい 。 

４ .休 学 中 に復 学 される場 合 には、申 込 みを行 った各 校 舎 にお申 し 出 くださ 

い 。な お、申 請 され た休 学 期 間 が過 ぎ ても連 絡 がない場 合 には、 休 学 期 間

満 了 日 の翌 日 から復 学 扱 いとな ります。 

 

第 １ ３ 条 （ 変 更 届 ）  

１ .通 学 科 目 のク ラス、 校 舎 等 の変 更 を 希 望 される 場 合 は、別 途 、申 込 みを

行 っ た各 校 舎 に変 更 届 を 提 出 し てく ださい（ 詳 細 はオ リエ ンテーシ ョ ン資

料 を ご 参 照 く ださ い） 。た だし 、定 員 の都 合 等 によりご 希 望 に添 え ない場

合 があります ので、 あらかじめ ご了 承 ください 。 

２ .連 絡 先 （ 住 所 ・ 氏 名 ・ 電 話 番 号 ・ メ ールア ドレス等 ） に変 更 がありまし た 

ら、 直 ち にマイページか ら変 更 して ください。 

３ .前 二 項 に定 める変 更 届 の未 提 出 又 はマイ ページで の未 変 更 に関 して 生  

じ た不 利 益 について当 社 は一 切 責 任 を負 い ません 。 

 

 

第 １ ４ 条 （ 本 講 座 の廃 止 ）  

当社のやむを得ない事情等により、本講座を廃止する場合、廃止日の 6 か月以上前ま

でに通知するものとします。なお、本講座の廃止により生じた不利益について当社は責任

を負わないものとします。 
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第 １ ５ 条 （ 当 社 による解 除 ）  

１ .受 講 者 が次 の各 号 の一 に該 当 する場 合 、当 社 は、催 告 なく直 ちに本 受

講 契 約 を解 除 で きるも のとし 、そ の身 分 は退 学 処 分 とし ま す。 

（ １ ） 受 講 者 が当 社 指 定 の期 日 までに本 講 座 を受 ける ための費 用 を支 払 わ 

ないとき又 は支 払 い を拒 否 し たと き。  

（ ２ ） 受 講 者 が本 規 約 に違 反 し たと き。 

（ ３ ） 受 講 者 が反 社 会 的 勢 力 等 で ある 、又 は資 金 提 供 その他 を通 じ て反 社  

会 的 勢 力 等 の維 持 、運 営 若 しく は経 営 に協 力 若 しく は関 与 する等 反  

社 会 的 勢 力 等 と の何 らか の交 流 若 しく は関 与 を 行 ってい たと き。 

（ ４ ） 受 講 者 が当 社 に対 して 暴 力 的 な要 求 行 為 、不 当 な要 求 行 為 、取 引  

に関 し て脅 迫 的 な言 動 若 し くは暴 力 を用 い る行 為 又 はこれらに準 ずる 

行 為 を行 っ たとき 。 

（ ５ ） 受 講 者 が風 説 を流 布 し 、偽 計 を用 い若 し くは威 力 を用 いて当 社 の信  

用 を 毀 損 し若 し くは当 社 の業 務 を妨 害 する 行 為 又 はこれ ら に準 ずる行  

為 を 行 っ たとき 。 

（ ６ ） 受 講 者 が本 規 約 第 ２ ２ 条 に定 め る禁 止 事 項 の一 に反 する行 為 が発  

覚 し たと き。 

（ ７ ） そ の他 当 社 が受 講 者 とし て不 適 当 と判 断 し たと き。 

２ .前 項 による受 講 契 約 の解 除 は、 当 社 の受 講 者 へ の損 害 賠 償 の請 求 を 

妨 げない ものとし ます。 

３ .第 １ 項 により受 講 契 約 が解 除 となっ た場 合 、受 講 者 が当 社 に未 払 い の 

費 用 がある場 合 は、直 ちに当 該 費 用 を当 社 の指 定 する方 法 で支 払 うも のと

しま す。 

４ .当 社 は、第 １ 項 による受 講 契 約 の解 除 に関 して 受 講 者 又 は第 三 者 に発  

生 し た損 害 等 について一 切 の責 任 を負 わず、当 社 は、受 講 者 か ら 支 払 わ

れ た本 講 座 に関 する一 切 の費 用 を返 金 し ません。 

 

 

第 １ ６ 条 （ 職 業 紹 介 サ ー ビス）  

１．受講者は、本講座の申込みにより、当社の就職紹介サービスを申込みしたものとし、受講

契約の成立により、当社の就職紹介サービスを受けることができます。なお、職業紹介サー

ビスが不要の場合は、受講契約のみとしますので、別途お申し出ください。 

２．当該業務提携先に委託する受講者の情報は、第１９条に定める個人情報のほか修了 

テストの成績等とし、その利用目的は、第１９条２項（５）に定めるものとします。 

 

 

第 １ ７ 条 （ 著 作 権 ）  

１ .当 社 が本 講 座 の受 講 者 に提 供 する動 画 や教 材 に関 する著 作 権 、その 
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他 知 的 財 産 権 は全 て 当 社 又 は当 社 に対 し利 用 を許 諾 し てい る第 三 者 に

帰 属 し 、当 該 知 的 財 産 権 の譲 渡 又 は使 用 許 諾 を意 味 するものではあ りま

せん。 

２ .当 社 が提 供 する 映 像 ・ 教 材 又 はそ の複 製 物 を第 三 者 に販 売 （ オーク ショ 

ンへの出 品 を含 む） 、贈 与 及 び貸 与 （ 有 償 ・ 無 償 を問 わない） する ことは、

方 法 、理 由 の如 何 を問 わ ず一 切 禁 止 し ます 。ま た、無 断 でそれらを研 修 な

ど の目 的 に利 用 することも禁 止 します。これ らに違 反 し た場 合 は、直 ちに差

し止 めを 求 め、民 事 及 び刑 事 上 の措 置 を講 じ る可 能 性 がご ざいま す。 

 

 

第 １ ８ 条 （ 免 責 事 項 ）  

１ .当 社 は、受 講 者 が本 講 座 を利 用 し た こと に起 因 し て発 生 し た損 害 等 につ 

い て、当 社 に故 意 又 は重 過 失 がない 限 り、一 切 の責 任 を負 いません。 

２ ． 当 社 は、受 講 者 が本 講 座 を 第 三 者 へ無 断 で 利 用 ・ 提 供 し た行 為 により 

発 生 し た損 害 等 について一 切 の責 任 を負 いま せん 。 

３ .当 社 は、受 講 契 約 に関 して、受 講 者 と第 三 者 の間 で生 じ た紛 争 に関 し 

ては 、当 社 に故 意 又 は重 過 失 のない 限 り、一 切 の責 任 を負 わないも のとし、

当 該 紛 争 は受 講 者 と当 該 第 三 者 の間 で解 決 するも のとし ます。  

４ .当 社 は、天 災 事 変 、 戦 乱 、暴 動 、テ ロ行 為 、感 染 症 拡 大 等 、当 社 の責  

に帰 すべき事 由 ではな い不 可 抗 力 による 、本 講 座 の停 止 や中 止 、受 講 者

に関 するデータ の滅 失 、流 出 又 は損 壊 等 に関 して、一 切 の責 任 を 負 いませ

ん 。 

５ ． 当 社 は、定 期 メンテナ ンス等 により 、合 理 的 な範 囲 でマイ ページ の全 部  

又 は一 部 を一 時 的 に停 止 すること があり ます 。この場 合 、受 講 者 に対 し 、当

社 が適 切 と判 断 す る方 法 で 事 前 に（ 事 前 告 知 がで きない場 合 には事 後 速

やか に） 告 知 し ます。当 社 は、当 該 停 止 によって 、受 講 者 がマイページを 利

用 で きない こと について 責 任 を負 い ません。 

 

 

第 １ ９ 条 （ 個 人 情 報 の取 扱 い）  

１ .当 社 は、当 社 が定 め るプ ライ バ シーポ リシー（ 個人情報保護方針｜ブロードメデ

ィア株式会社 (broadmedia.co.jp)） に従 い 、個 人 情 報 の安 全 管 理 体 制 を 整

え 、 これを維 持 しま す。  

２ .当 社 がお預 か りした 受 講 者 の氏 名 、住 所 、電 話 番 号 、 E-m a i l アドレス、 

成 績 など の、個 人 を識 別 できる情 報 （ 以 下 「 個 人 情 報 」 といいま す） は、以

下 の目 的 に限 っ て利 用 しま す。 

（ １ ） 本 講 座 の受 講 を円 滑 に行 うため 

（ ２ ） 受 講 中 又 は受 講 後 の就 職 （ 進 路 ） 又 は転 職 に関 する情 報 提 供 、アン 

ケート調 査 のため 

（ ３ ） 受 講 中 の講 座 カリキュ ラム、講 師 、講 座 運 営 に関 する アンケ ート調 査 の 

ため 

（ ４ ） 本 講 座 、 その他 当 社 が取 扱 う サー ビス に関 す る案 内 、資 料 送 付 のため 

（ ５ ） 本 規 約 第 １ ６ 条 に定 め る就 職 サポ ートの提 供 のため 
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３ .当 社 は、本 規 約 及 び プライバ シーポリシー等 に定 める場 合 を除 き、受 講  

者 の同 意 なし に個 人 情 報 を第 三 者 に開 示 すること はありま せん 。 ただし、万

一 の緊 急 事 故 対 応 及 び申 込 者 又 は受 講 者 の生 命 、健 康 、財 産 等 の利

益 を 保 護 するために必 要 な場 合 、法 令 の定 め る事 務 を遂 行 するこ とに対

し 、協 力 する必 要 性 がある場 合 に限 り開 示 することがあります。 

４ .個 人 情 報 提 供 者 ご 本 人 か らのお申 し出 があっ た際 には、適 正 な方 法 で 

情 報 の開 示 ・ 提 示 ・ 削 除 を行 います。その際 には本 人 で あることを確 認 させ

ていた だきます。 

 

 

第 ２ ０ 条 （ 抗 弁 権 の接 続 ）  

受講者は、受講契約に関して、クレジットを利用している時には、当社との間で生じてい

る事由をもって、信販会社に対して問題が解決するまでの間、支払いを停止することができ

ます｡ 

 

 

第 ２ １ 条 （ 前 受 金 の保 全 処 遇 ）  

当社は前受金の保全はしていません。 

 

 

第 ２ ２ 条 （ 禁 止 行 為 ）  

１ .受 講 者 は、本 講 座 の利 用 にあたり 、以 下 の各 号 のいずれ か に該 当 する行  

為 をし ては なり ません。  

（ １ ） 他 の受 講 者 のアカウントを 不 正 に使 用 す る行 為  

（ ２ ） 第 三 者 に受 講 者 のアカウ ントを貸 与 、転 売 、譲 渡 する行 為  

（ ３ ） 著 し い アクセスの集 中 を発 生 させるウェブサイ トで の利 用 など、当 社 のサ 

ーバに過 大 な負 荷 を与 え る行 為 等 により 、当 社 、サ ーバを共 有 する他 の 

受 講 者 若 し くは第 三 者 に迷 惑 ・ 不 利 益 を与 え る行 為 、又 は本 講 座 に 

支 障 をきたすおそれのあ る行 為  

（ ４ ） 当 社 又 は第 三 者 の著 作 権 、商 標 権 等 の知 的 財 産 権 、肖 像 権 、プライ 

バ シー の権 利 、名 誉 、 その他 の権 利 又 は利 益 を侵 害 する行 為 （ かか る 

侵 害 を直 接 又 は間 接 に惹 起 する行 為 を含 みます。）  

（ ５ ） 当 社 又 は第 三 者 に対 する差 別 ・ 誹 謗 中 傷 又 は名 誉 ・ 信 用 を 毀 損 す る 

行 為  

（ ６ ） 犯 罪 行 為 に関 連 する行 為 又 は公 序 良 俗 に反 する言 動 や行 為  

（ ７ ） 猥 褻 な情 報 又 は青 少 年 に有 害 な情 報 を 送 信 する行 為  

（ ８ ） コンピュータウィルスその他 の有 害 なコ ンピ ュータプロ グラムを含 む情 報  

の送 信 等 、当 社 による 本 講 座 の提 供 又 は他 の申 込 者 による 本 講 座 の 

利 用 に支 障 を生 じ させる行 為  

（ ９ ） 本 講 座 に関 する情 報 を改 ざん、削 除 又 は派 生 デー タの作 成 行 為  

（ １ ０ ） 当 社 が定 める一 定 のデータ容 量 以 上 のデータを、本 講 座 を 通 じて送  
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信 する行 為  

（ １ １ ） 本 講 座 参 加 中 、本 講 座 の内 容 及 びその様 子 等 について 録 音 又 は 

撮 影 （ 動 画 ・ 写 真 ） 、プ リントスクリー ン等 を行 う 行 為  

（ １ ２ ） 当 社 による本 講 座 の運 営 を妨 害 する おそれ のある行 為  

（ １ ３ ） 他 の受 講 者 、講 師 、当 社 にとっ て迷 惑 となる行 為  

（ １ ４ ） 教 室 内 で の商 業 活 動 及 び宗 教 活 動  

（ １ ５ ） 教 室 内 で の許 可 され ていない持 ち込 み電 子 機 器 の充 電  

（ １ ６ ） 受 講 者 とし てふさわし くない行 為  

（ １ ７ ） 当 社 の利 益 に反 するか 、又 は当 社 が不 適 切 と判 断 する行 為  

（ １ ８ ） そ の他 法 令 に反 する行 為 （ 当 該 行 為 を 行 ってい るサイ トへリ ンクを貼  

る 等 、当 該 行 為 を誘 引 し 、又 は結 果 とし て同 等 となる行 為 を含 み ま

す。）  

２ .当 社 は、受 講 者 による行 為 が前 項 各 号 のいずれ かに該 当 し、又 は該 当  

するおそれがある と当 社 が判 断 し た場 合 には、受 講 者 に対 して事 前 に通 知

する ことなく、本 講 座 の全 部 若 し く は一 部 の利 用 を停 止 す ることができ るも の

とし 、又 は退 学 処 分 とする こと ができ るも のとしま す。 ま た、当 社 は、 受 講 者 の

違 反 行 為 に関 する苦 情 対 応 に要 し た費 用 、 及 びそれ により被 った損 害 費

用 等 を受 講 者 に請 求 する こと ができ るも のとし ます。 

 

 

第 ２ ３ 条 （ 本 規 約 の変 更 ）  

本規約（第 19 条を除く、以下本条で同じ）の変更が本講座の利用契約の目的に反せ

ず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係わる事情に照らして合理

的なものであるとき、当社は、受講者の同意を得ることなく、本規約を変更することができる

ものとします。変更にあたっては、当社ウェブサイト又は受講管理システム等当社が定める

方法により、その効力発生時期を定め、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容

並びにその効力発生時期を告知し、効力発生日から変更の効力が発生するものとします。

なお、受講者が、本規約の変更の効力発生後、本講座の利用を継続している場合には、

変更後の本規約のすべての記載内容に同意したものとみなされます。 

 

 

第２４条（準拠法・管轄裁判所） 

１．本規約は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。 

２．本規約に関する訴訟、その他の法的手続（裁判所の調停手続を含む）については、 

訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判  

所とします。 

 

 

第 ２ ５ 条 （ 協 議 ）  
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本規約に定める事項について疑義が生じた場合、その他本規約に関して紛争が生じた

場合は、両者協議の上、解決するものとします。また、本規約の定めにない事項について

は、民法その他の法令によるものとします。 
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